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2-1 平成27年法改正事項の活用状況と課題

第２章 これまでの災害廃棄物対策の進捗と課題
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平成27年法改正の概要
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平成27年法改正の概要

※ 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害による生活環境の悪化を防止
することが特に必要と認められるもの（東日本大震災やそれを超える規模の著しく激
甚な非常災害の場合等）

※ ※
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阪神・淡路大震災
東日本大震災

マグニチュード 9.0
震度7
災害廃棄物発生量
約3,100万トン

マグニチュード 7.3
震度7
災害廃棄物発生量
約1,500万トン平時の廃棄物処理

体制で対処可能な
規模の災害

地方自治体
の判断

政令指定
災対法

第86条の5関連

発
生
す
る

廃
棄
物
の
量

災害の規模 大小

南海トラフ巨大地震
災害廃棄物発生推計量
約2億2,000万トン※1

首都直下地震
災害廃棄物発生推計量
約6,500万トン

～ 1億1,000万トン※2

※1出典：災害廃棄物対策推進検討会（R4.3 環境省）
※2出典：巨大災害発生時における災害廃棄物対策の

  グランドデザインについて（H26.3 環境省）
※3出典：災害廃棄物対策推進検討会（R6.4 環境省）

災害対策基本法に基づき処理指針を策定、特例基準を適用

地方自治法に基づく市町村から都道府県への事務委託

廃棄物処理法に基づく特例措置を使用

廃棄物処理法に基づく平時の備え

災害対策基本法に基づく環境大臣による代行
を実施（被災市町村の要請＋一定の要件※）

※処理の実施体制、専門知識・技術の必要性、広域処理の必要性

少

多

災害廃棄物対策における災害の規模と適用する措置の考え方

平時の廃棄物処理体制では対処できない規模の災害

日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震

災害廃棄物発生推計量
日本海溝:約7,400万トン※3

千島海溝:約4,000万トン※3
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○市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例

（法第９条の３の２）

○市町村から災害廃棄物の処分の委託を受けた者による一般廃棄物処理施設の設置の特
例（法第９条の３の３）

○産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係
る事後届出の特例（法第15条の２の５第２項）

（○廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令（令和２年７月16日公布））

○災害廃棄物処理に係る再委託の特例（施行令第４条第３号）

災害廃棄物処理に係る廃棄物処理法上の特例

特例の概要（廃棄物処理法）

○東日本大震災の際には、一自治体では処理しきれない膨大な量の災害廃棄物を処理す
る仕組みが整備されておらず、災害廃棄物処理の遅れが指摘された。

○東日本大震災の教訓・反省を踏まえ、平時から通常規模の災害への対策を強化すべく、
廃棄物処理法を改正し、災害廃棄物処理の基本原則や関係者の役割等を規定した上、
手続簡素化等の特例規定を措置。

○上記では対応することが困難な大規模災害については、災害対策基本法を改正し、環境
大臣の代行規定を措置。

特例に係る経緯（平成27年法改正）
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災害廃棄物処理に係る廃棄物処理法上の特例の考え方

○主に自然災害を対象とし、平時の廃棄物処理体制では対処できない規模の災害のこと。

○個々の災害が廃棄物処理法上の特例の対象となる「非常災害」に該当するかについては、
市町村又は都道府県において判断。

非常災害とは

条例について

○法第９条の３の３のように「政令に定める事項について条例で定めるところにより」などと
規定されている場合には、設置予定の施設が所在する各市町村において、特例規定を
受けた条例の制定が必要。

○施設設置にあたっての手続を条例にゆだねているのは、地域住民からの意見聴取の方
法や期間等の具体的な手続については、住民に身近な市町村が地域の実情に応じて適
切な手続を定めるべきものと考えられるため。

○災害廃棄物は一般廃棄物であり、市町村に統括的な処理責任がある。
○特例規定を活用することで手続は簡素化されるが、平時の一般廃棄物処理と同様に適正
な処理がされているか確認する必要がある。
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市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例（法第９条の３の２）

○市町村がその一般廃棄物処理計画において、災害廃棄物を処理するための施設につい
て規定し、都道府県知事がその施設についてあらかじめ設置の同意を与えていた場合に
は、都道府県知事による技術上の基準を満たすことの確認の手続（最大30日）を省略で
きることとするもの。

特例の内容

特例活用に必要な手続

○以下の事項について条例において定められていること。

①生活環境影響調査書の公衆への縦覧及び利害関係者の意見提出機会付与の対象となる施設種類

②生活環境影響調査書の縦覧の場所及び期間

③利害関係者の意見の提出先及び提出期限

④その他申請書を作成するにあたって必要な事項

○以下の事項を記載した協議書を都道府県知事に提出、同意を得ていること。

①一般廃棄物処理施設を設置することが見込まれる場所

②一般廃棄物処理施設の種類

③一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

④一般廃棄物処理施設の処理能力

⑤一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

⑥一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
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市町村から災害廃棄物の処分の委託を受けた者による一般廃棄物処理施設の設置の特例
（法第９条の３の３）

○市町村から災害廃棄物の処分の委託を受けた事業者が、一般廃棄物処理施設を設置し
ようとするときは、都道府県知事への届出で足りることとしたもの。

特例の内容

特例活用に必要な手続

○以下の事項について条例において定められていること。

①生活環境影響調査書の公衆への縦覧及び利害関係者の意見提出機会付与の対象となる施設種類

②生活環境影響調査書の縦覧の場所及び期間

③その他申請書を作成するにあたって必要な事項

④利害関係者の意見の提出先及び提出期限

○市町村が、災害廃棄物の処分を事業者に委託していること。

○当該事業者が、都道府県知事に届出をすること。

活用事例（熊本市）
平成28年熊本地震の発災を受け、平成28年12月に以下のとおり条例を改正。

・対象施設：焼却施設のみ。

・縦覧期間：１月間。ただし、市長が特に必要と認める場合は、短縮可能。

平成29年１月に特例に基づく届出により、受託者が二次仮置場に

移動式破砕機等を設置。迅速な設置・稼働により災害廃棄物を迅速に処理。
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平時における一般廃棄物処理施設の設置手続
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災害時における一般廃棄物処理施設の設置手続の特例
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産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての
特例に係る事後届出の特例（法第15条の２の５第２項）
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廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令（令和２年７月16日公布）
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廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令（令和２年７月16日公布）
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災害廃棄物処理に係る再委託の特例（施行令第４条第３号）

○市町村は、非常災害時においては、規則第１条の７の６に定める要件（再委託基準）に
従って、処理の再委託ができるとするもの。

特例の内容

特例による効果

○多量の業務が発生する非常災害時において、災害廃棄物処理の委託が代表１者との契
約で可能となり、市町村の事務量の大幅な軽減となる。

①日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又再生を委託しないこと。

②受託者が市町村からの受託業務を委託する者（以下「再受託者」という。）が次のいずれにも該当すること。

（イ） 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業
務の実施に関し相当の経験を有すること。

（ロ） 廃棄物処理法第７条第５項第４号イからヌまで（いわゆる欠格要件）のいずれにも該当しないこと。

（ハ） 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。

（ニ） 市町村と当該受託者との間の委託契約（以下「一次委託契約」という。）に係る契約書に、当該受託者が
一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。

③ 再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。

④ 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従
事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。

⑤ 当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行
うこと。

再委託基準
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該当条文一覧

（非常災害により生じた廃棄物の処理の原則）
第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを
含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処
理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。
２ 非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑
かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分
別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

（非常災害時における連携及び協力の確保）
第四条の二 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり
、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担すると
ともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。



18

（基本方針）
第五条の二 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定
めなければならない。
２ 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一～二 （略）
三 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
四 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
五 非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項
六 （略）
３～４ （略）

該当条文一覧

（都道府県廃棄物処理計画）
第五条の五 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その
適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。
２ 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量
その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 （略）
二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
五 非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項
３～４ （略）
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該当条文一覧

（市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例）
第九条の三の二 市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害により生ずる廃棄物の処分を行うため
に設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれ
を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得
ることができる。
２ 市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における前条の規定の適用
については、同条第九項中「第二項及び第三項の規定は」とあるのは「第二項の規定は、」と、「、
第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する」とあるのは「準用する」と、
「、第四項中「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第
七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える」とあるのは「読み替える」とし、同
条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

（一般廃棄物処理施設の許可）
第八条 一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設で政令で定めるもの（以下単に「ごみ処理施設」という。）、し尿処理施設（浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除
く。以下同じ。）及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者（第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分
するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。）は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。

２ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
五 一般廃棄物処理施設の処理能力（一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量）
六 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 その他環境省令で定める事項

３～６ （略）

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
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（法第九条の三第二項等の政令で定める事項）
第五条の六 法第九条の三第二項（同条第九項（法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準
用する場合を含む。）において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。）の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処
理施設の種類
二 法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
三 一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
四 その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

該当条文一覧

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令】
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該当条文一覧

（非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例）
第九条の三の三 市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、当該処分を行う
ための一般廃棄物処理施設（一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。）を設置しようとするとき
は、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事
項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響に
ついての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
２ 前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載
した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規
定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、当該一
般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるとこ
ろにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することが
できる。
３ 第九条の三第三項から第十項まで及び第十二項の規定は第一項の規定による届出について、第九条
第三項の規定は当該届出をした者について準用する。この場合において、第九条の三第三項、第四項
、第八項及び第九項中「市町村」とあるのは「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者
」と、同項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第二項の規定及び」と、「第二項中」とあ
るのは「同条第二項中「前項の」とあるのは「次項において準用する第九条の三第八項の」と、」と
、第九条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三の三第三項において準用する第九条の
三第八項」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第八条第二項第一号」と、「当該許可」とあるの
は「当該届出」と読み替えるものとする。
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該当条文一覧

（一般廃棄物処理施設の許可）
第八条 一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設で政令で定めるもの（以下単に「ごみ処理施設」という。）、し尿処理施設（浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除
く。以下同じ。）及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者（第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分
するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。）は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。

２ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
五 一般廃棄物処理施設の処理能力（一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量）
六 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 その他環境省令で定める事項

３～６ （略）

（法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項）
第五条の六の二 法第九条の三の三第二項前段（同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。）の政令で
定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九条の三の三第二項（同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）の規
定による法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

二 法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
三 その他法第九条の三の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

２ 法第九条の三の三第二項後段の政令で定める事項は、一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提
出先及び提出期限とする。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令】

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
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該当条文一覧

（産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例）
第十五条の二の五 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃
棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する
場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃
棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にか
かわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設
として設置することができる。
２ 前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理すると
きは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨及び同項に規定する事項
を届け出ることをもつて足りる。

（産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物）
第十二条の七の十六 法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定め
る一般廃棄物（当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。）とする。
一～六 （略）

２ 非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は
、前項の規定にかかわらず、令第七条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物とする。

３ （略）

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則】



24

該当条文一覧

（産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出）
第十二条の七の十七 法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類（当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄
物を処理する旨）

五 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六 産業廃棄物処理施設の処理能力（当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所（既に廃棄物が
埋め立てられている場所を除く。）の面積及び残余の埋立容量）

七 法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
八 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量（当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿
含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設（水銀処理物に係るものに限る。）である場合にあつては
、水銀処理物の処理量を含む。）の見込み

九 前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
２ 法第十五条の二の五第一項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出
書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。

３～５ （略）

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則】
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（一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準）
第四条 法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分（再生を含む。）
を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
一 受託者が受託業務（非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。）を
遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当
の経験を有する者であること。
二 （略）
三 受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を
実施する者であること。
四～八 （略）
九 第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所（広域臨海環境整備センター
法第二条第一項に規定する広域処理場を除く。）が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村
の区域内にあるときは、次によること。
イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知す
ること。
（１） （略）
（２） 受託者（非常災害時において当該受託者が受託した一般廃棄物の処分又は再生を他人に委
託して実施する場合にあつては、当該受託者及び当該処分又は再生を委託しようとする者）の氏
名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
（３）・（４） （略）
ロ （略）

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令】

該当条文一覧
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該当条文一覧

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則】

（受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準）
第一条の七の六 令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。
一 日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
二 受託者が受託業務を委託する者（次号及び第五号において「再受託者」という。）が次のいずれにも該当すること。
イ 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ 市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載さ
れていること。

三 再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
四 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しな
いようにすること。

五 当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

（市町村の処理等）
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び
処分（再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九
条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項（第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。）、第
十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第
十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条
第二項を除き、以下同じ。）しなければならない。

２ 市町村が行うべき一般廃棄物（特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。）の収集、運搬及び処分に関する基準（当該基準において海洋を投
入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」
という。）並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

３～７ （略）

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
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2-2 東日本大震災以降の災害に対する対応

第２章 これまでの災害廃棄物対策の進捗と課題
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これまでの大規模災害における災害廃棄物の発生量及び処理期間

（特定非常災害に指定された災害の一覧）

焼損床下浸水一部破損

(※11) 主要被災３県（石川県・富山県・新潟県）の推計値合計

石川県：公費解体加速化プラン（令和7年1月31日改定）

富山県：富山県災害廃棄物処理実行計画（令和6年5月24日策定）

新潟県：新潟県からの情報提供に基づく（令6年12月末時点）

(※12) 主要被災３県の合計（令和3年3月時点）

(※13) 被災自治体からの報告の合計（令和４年３月末時点）

(※14) 被災自治体からの報告の合計（令和５年2月末時点）土砂混じりがれきを含む

(※1) 消防庁災害情報の合計（令和3年3月9日時点）

(※2) 消防庁災害情報の合計（平成18年5月19日時点） 

(※3) 消防庁災害情報の合計（令和７年1月28日時点）

(※4) 内閣府防災被害報告の合計（平成31年4月12日時点）

(※5) 主要被災３県の公表値の合計（平成31年１月９日時点）

(※6) 内閣府防災被害報告の合計（令和２年４月10日時点）

(※7) 内閣府防災被害報告の合計（平成21年10月27日時点）

(※8) 消防庁災害情報の合計（令和３年11月26日時点）

(※9) 消防庁災害情報の合計（令和６年３月８日時点）

(※10) 消防庁災害情報の合計（令和元年８月20日時点）

全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 焼損 小計 公共建物 その他

3,100
（津波堆積物

   1,100を含む）

H7年

1月

地震 Ｒ6年

水害 1月,9月

平成28年熊本地震(※4) H28年

（熊本県） 4月

平成30年７月豪雨

（西日本豪雨）(※5)

(岡山県,広島県,愛媛県)

令和元年台風19号 R1年

(東日本台風) 
(※6) 9~10月

H16年

10月

R2年

7月
約2.5年

非住家　損壊家屋数　[棟]

建物被害 災害廃

棄物量

 [万トン]

処理

期間

60 約3年

1,627

約3年
(福島県を除く)

火災

(15 件)

4,535 2,116 1,741 6,266

災害

の

種別

災害名

42 (※14)令和２年７月豪雨(※8) 水害

地震･

津波

H30年

7月

H23年

3月

109(※13) 約2.5年

新潟県中越地震(※7) 地震 3,175 13,810 105,682

水害 3,650 33,951 107,717 8,256 23,010 176,584

311 約2年

水害 6,603 10,012 3,457 5,011 13,737    190(※12) 約2年38,835 44,048

地震 8,657 34,491 155,095

155,751

198,243

1,500 約3年

令和６年能登半島地震
(※3) 6,461 23,336 125,929 6 19

阪神・淡路大震災
(※2) 地震 104,906 144,274 390,506

422(※11)

約2年

9,786

発生

年月

1,166,168

647,260

東日本大震災(※1) 122,005 283,156 749,732 1,489

7,574

122,667

16,285

14,527
(※9)

93,869
(※9)

1,274,564

1,579 40,917 689,756

443 37,335 193,529

467 12,918 211,628

623
(※10)

4,590
(※10)

16,285

計

187 13,784

122,667

190,555
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2-３ 巨大地震や集中豪雨等への
これまでの検討状況と課題

第２章 これまでの災害廃棄物対策の進捗と課題
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南海トラフ地震の概要

※内閣府防災「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループにおける検討状況について（令和5年11月時点）」より引用

南海トラフ地震の被害想定

○ 発生確率

・30年以内の発生確率70～80%

○ 最大震度、津波高

・震度７（127市町村）

・津波高10m以上（79市町村）

○ 死者数（冬・深夜）

・最大 約32.3万人

○ 被害棟数※１

・全壊、半壊 約379.7万棟

・床上、床下浸水 約  25.4万世帯
（住家・非住家の区分無し）

※１：環境省資料出典

○ 経済的被害

・資産等の被害 ：約169.5兆円

・経済活動への被害 ：約  44.7兆円
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首都直下地震の概要

※内閣府防災「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）（平成25年12月）」

「（現行）首都直下地震に係る被害想定と首都直下地震緊急対策推進基本計画等（令和５年12月20日）」より引用

首都直下地震の被害想定 ○ 発生確率

・30年以内の発生確率70%

○ 最大震度、津波高

・震度７

・津波高１m以下

○ 死者数（冬・夕方）

・最大 約2.3万人

○ 全壊焼失棟数（冬・夕方）

・最大 約61万棟
（住家・非住家の区分無し）

○ 経済的被害

・資産等の被害 ：約47.4兆円

・経済活動への被害 ：約47.9兆円

※都心南部直下地震の数値を記載
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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の概要

※内閣府防災「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書 説明資料（令和４年３月22日）」

「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の 被害想定について 【定量的な被害量】 （令和３年 12 月 21 日）」より引用

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の被害想定

○ 発生確率

・30年以内の発生確率７～40%（千島海溝沿い）

○ 最大震度、津波高

・震度７

・津波高 約28m

○ 死者数（冬・深夜）

・最大 約10.0万人

○ 全壊焼失棟数（冬・夕方）（住家・非住家の区分無し）

・最大 約8.4万棟

○ 経済的被害

・資産等の被害

約12.7兆円

・経済活動への被害

約  4.0兆円

・震度６強

・津波高 約30m

・最大 約19.9万人

・最大 約22万棟

約25.3兆円

約  6.0兆円
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豪雨災害の概要

※気象庁ＨＰ「特集 激甚化する豪雨災害から命と暮らしを守るために」より引用

⃝ 気象庁の観測データによると、日降水量200ミリ以上の大雨※を観測した日数は増加傾向（左下
図）

⃝ 気象庁が実施した将来予測においても、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出が高いレベルで続い
た場合の今世紀末のシミュレーションでは、ほぼすべての地域及び季節において日降水量が200ミリ
以上の大雨や、1時間当たり50ミリ以上の短時間の強い雨の頻度が増加し、ともに全国平均では
20世紀末の2倍以上になるという結果が得られており、今後更なる大雨リスクの増加が懸念される。 
（右下図）

※日降水量200ミリ：東京の平年の9月ひと月分の降水量に相当
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政府全体での検討状況

南海トラフ

◇災害廃棄物発生量推計
（津波堆積物含む）

２億２千万トン
出典:令和３年度災害廃棄物対策推進検討会

◇災害廃棄物処理計画策定率
目標値

令和７年度60％
（全国の全市区町村）

南海トラフ地震防災対策推進基本
計画
（中央防災会議 R3.5 改）

被害想定
（内閣府防災 R元.6）

首都直下

◇災害廃棄物発生量推計
（火災による消失被害含む）

１億１千万トン
出典:「巨大災害発生時における災害廃棄物対
策のグランドデザインについて 中間取りまとめ」
H26.3 環境省

◇災害廃棄物処理計画策定率
目標値

100％に近づける
（１都３県の全市町村）

日本海溝・千島海溝

◇災害廃棄物発生量推計
（火災による消失被害、津波堆積物含む）

日本海溝モデル7,400万トン
千島海溝モデル4,000万トン
出典:令和６年度災害廃棄物対策推進検討会

◇災害廃棄物処理計画策定率
目標値

令和７年度70％に近づける
（推進地域の市町村）

南海トラフ地震に係る地震防災対
策の推進に関する特別措置法
（R3.5 改正）

首都直下地震緊急対策推進基本計
画
（中央防災会議 H27.3）

首都直下地震の被害想定と対策に
ついて（内閣府防災 H25 .12）

首都直下地震対策特別措置法
（H30  改正）

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震に係る地震防災対策の推進に関
する特別措置法（R4.6 改正）

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震防災対策推進基本計画
（中央防災会議 R4. 改定予定）

被害想定
（内閣府防災 R3.12）

これらの災害は、東日本大震災（災害廃棄物発生量：3,100万トン）を大きく上回る大量の災害廃棄物が発生
する可能性があり、平時の備えとしてこれらの規模を想定した災害廃棄物対策を行う必要がある
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３-１ 自治体における災害廃棄物処理計画等及び
災害支援協定の充実

第３章 今後の巨大地震や集中豪雨等の発生に備えた
更なる対策の方向性と取組事項
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災害廃棄物処理計画の策定状況

今後の
施策課題

• 未策定自治体における計画策定促進
• 策定済み自治体における必要に応じた実効性のある計画への改訂促進

※1.第５次循環型社会形成推進基本計画に基づく2030年度目標（都道府県：100％ 市区町村：100％）

※4.平成25年度以前は市町村の策定率のみ調査を実施 ※5.データの取得時点は各年度末

※2.国土強靱化年次計画2023に基づく2025年度目標（市区町村：85％）

※3.第４次循環型社会形成推進基本計画に基づく2025年度目標（都道府県：100％ 市区町村：60％）

◼ 市区町村の処理計画策定率は年々上昇している。

◼ 市区町村の策定率が当初目標の60%を超えたことから、国土強靱化年次計画にて令和
７年度85%と目標を見直した。また、第５次循環型社会形成推進基本計画にて令和
12年度100％の目標を設定。新目標の達成に向けて自治体への支援を促進している。

6%

43%

57%

85%

98% 98% 100% 100% 100% 100%

8% 9%

21%
24%

27%

39%

51%

65％

72%

80%

86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

策
定
率

都道府県(47)
市区町村(1741)

※１
市区町村目標値（2030年度目標）

※３

都道府県目標値

市区町村目標値（2025年度目標）

145 148

364 412

3

20

※４,5

475

40

27

46

674

46

889

47

1131

47

1256

47

1391市区町村目標値
（国土強靱化年次計画 2025年度目標）

※２

47

1489
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37

自治体の災害廃棄物対応の振り返り

令和５年度の災害において比較的大きな被害を受けた自治体及び令和６年能登半島地震で甚大な被

害を受けた石川県内の自治体においては、いずれも処理計画を策定済みであった。

処理計画未策定の自治体のうち、約９割が人口３万人未満の自治体であり、マンパワー不足や専門
知識の不足により※1処理計画策定が進まない実態がある。また、北海道、東北ブロックの策定率は、
全体平均の85％を下回っている状況にあり、特に、南海トラフ巨大地震及び日本海溝・千島海溝周辺
型海溝型地震の防災対策推進地域を中心に、早急に処理計画策定を進める必要がある。※2

処理計画策定済みの自治体では、処理計画に基づき、県有地を活用して仮置場を開設し災害廃棄物
の受入れが行われた。

一方で、令和5年度の災害において、某市では街中に排出された災害廃棄物の収集について、処理
計画では県や近隣市町村への支援要請が考慮されており、民間事業者の活用には触れられていなかっ
た。そうした自治体では、発災時に民間事業者による収集開始まで時間を要し、街中に災害廃棄物が
滞留した。

災害廃棄物処理計画策定済みの自治体

災害廃棄物処理計画未策定の自治体

※1 一般廃棄物処理事業実態調査より ※2 処理計画策定状況に関する詳細については、参考資料を参照

◼ 仮置場設置等の初動対応を迅速に行うため、事前に処理計画を策定しておくことが重要である。

◼ 加えて、初動時に対応が滞る事項について盛り込み、より実効性の高い処理計画に見直していくとと
もに、自治体内で発災時に速やかに対応できるよう訓練や研修等による実践力の向上が必要である。
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災害支援協定締結

2022年度 2021年度 2020年度

災害廃棄物処理に関する民間事業者
との協定締結の割合

市町村 62% 市町村 60% 市町村 55%

支援策

• 民間事業者団体等との災害支援協定に「仮置場の管理・運営」を明示しておくことで実際に効果の
あった優良事例を「災害廃棄物対策グッドプラクティス集」に掲載した。引き続き、地方環境事務
所や都道府県の研修等において、周知する。

＜災害廃棄物対策グッドプラクティス集＞

※ 災害時の廃棄物及びし尿の処理について民間事業者との協定のある市区町村の割合（非公開含む）
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３-５ 発災後の初動期における災害廃棄物処理
体制の早期確立

第３章 今後の巨大地震や集中豪雨等の発生に備えた
更なる対策の方向性と取組事項
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災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）の登録状況

◼ 令和５年度当初の支援員の登録数は、都道府県・市町村ともに令和４年度より減少して
いた。能登半島地震の発災後、環境省から働きかけを行い、令和７年２月末時点では計
353名に増加した。

◼ 災害時に被災自治体のニーズに応じた支援を迅速に行えるよう、引き続き支援員の質・
量の確保が重要である。

人材バンク支援員登録数の推移

（人）
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自治体

➢ 災害廃棄物処理実行計画の策定等に対
する技術支援

➢ 災害廃棄物の広域処理の実施スキーム
の構築、処理施設での受入れ調整 等

要請

復旧・復興
対応支援

活動支援活動支援

要請

地域ブロック協議会

協力
要請

地方環境事務所

➢ 一次仮置場の確保・管理運営、処理困難
物対応等に関する現地支援

➢ し尿や生活ごみ、避難所ごみ、片付けご
み等の収集・運搬、処理に関する現地支
援 等

初動・応急
対応支援

災害廃棄物処理支援ネットワーク支援の仕組み

環境省
（事務局）
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災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）のメンバー及び活動実績

メンバー（令和６年10月時点）
初動・応急対応 復旧・復興対応

（１）研究・専門機関
（研究機関・学会）
○（国研）国立環境研究所
○（一社）廃棄物資源循環学会
○（公財）廃棄物・3R研究財団
 （専門機関）
○（一財）日本環境衛生セン

ター
○（公社）日本ペストコント

ロール協会
○（公社）におい・かおり環境

協会
○（公財）自動車リサイクル促

進センター

（２）一般廃棄物関係団体
（自治体）
○（公社）全国都市清掃会議
（民間）
○全国一般廃棄物環境整備協同

組合連合会
○全国環境整備事業協同組合連

合会
○（一社）全国清掃事業連合会
○（一社）日本環境保全協会

（１）研究・専門機関
（研究機関・学会）
○（国研）国立環境研究所
○（公社）地盤工学会
○（一社）廃棄物資源循環学会
（専門機関）
○（一財）日本環境衛生センター

（２）廃棄物処理関係団体
○（一社）環境衛生施設維持管理業協会
○（一社）持続可能社会推進コンサルタ

ント協会
○（一社）セメント協会
○（公社）全国産業資源循環連合会
○（一社）泥土リサイクル協会
○（一社）日本環境衛生施設工業会
○（一社）日本災害対応システムズ

（３）建設業関係団体
○（公社）全国解体工事業団体連合会
○（一社）日本建設業連合会

（４）輸送等関係団体
○日本貨物鉄道株式会社
○日本内航海運組合総連合会
○リサイクルポート推進協議会

活動実績
発生年月 災害名

平成27年9月 平成27年９月関東・東北豪雨

平成28年4月 平成28年熊本地震

平成28年9月 平成28年台風第9,10,11号

平成28年10月 平成28年鳥取中部地震

平成28年12月 平成28年糸魚川市大規模火災

平成29年７月 平成29年７月九州北部豪雨

平成30年６月 平成30年大阪府北部地震

平成30年７月 平成30年７月豪雨

平成30年９月 平成30年北海道胆振東部地震

令和元年８月 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年９月 令和元年台風第15号

令和元年10月 令和元年台風第19号

令和2年7月 令和2年７月豪雨

令和3年8月 令和3年８月豪雨

令和4年８月 令和４年８月大雨

令和４年9月 令和４年台風15号

令和5年7月 令和５年７月15日からの大雨

令和5年9月 令和５年台風第13号

令和6年1月 令和６年能登半島地震

令和6年9月 令和６年９月20日からの大雨

（五十音順）
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専門支援機能

被災自治体の横断的調整支援を行う専門支援機能のイメージ案①

【被災が大規模な巨大地震・集中豪雨における公費解体・災害廃棄物処理全体の事務調整】
• 巨大地震･集中豪雨により非常に多くの家屋等が被災し、大量の公費解体・解体廃棄物が発生する場合

を想定。
• 公費解体（申請受付～解体工事）から災害廃棄物処理に至る各種手続・調整の工程等が多く、業務を担

う関係事業者が多岐かつ非常に多い一方で、被災自治体の部署・職員にとって初めての業務になること
が多く、経験・知見・人材が蓄積されておらず、調整・連携体制の構築･運営に多くの負荷・時間を要
する。

• これら多岐にわたる調整･連携を横断的に支援する専門機能を設けることで、被災自治体における円
滑・迅速な公費解体・災害廃棄物処理の体制構築・運営を推進。

申請受付 工事前調整 解体工事 廃棄物処理

他自治体

行政書士等 補償コン 解体事業者 廃棄物事業者

被災者 被災自治体（市町村／都道府県※）
応援職員

派遣

現状

対策
イメージ案

被災者 被災自治体（市町村／都道府県※）

他自治体

※地方自治法に基づき市町村から都道府県へ事務委託を行う等の場合

環境省
技術

支援等

環
境
省

技術
支援等

他自治体等

広域
処理

他自治体等

広域
処理

応援職員
派遣

派遣調整

派遣調整

委託 委託

委託 委託 委託

委託 委託

行政書士等 補償コン 解体事業者 廃棄物事業者

委託

派遣調整 派遣調整 派遣調整 派遣調整
派遣調整

派遣調整 派遣調整 派遣調整 派遣調整 派遣調整
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派遣調整 派遣調整

専門支援機能

現状

【被災が都道府県･市町村を跨ぐ広範囲な巨大地震・集中豪雨における人的･技術支援調整】
• 被害が広範囲に渡る巨大地震や、日本列島を縦断する台風や線状降水帯等により各地で同時期に発生す

る集中豪雨による被害が発生した場合を想定。
• 全国各地の被災自治体（市町村･都道府県）から公費解体・災害廃棄物処理の各種業務に関する人的・技

術支援ニーズが集中し、DWN支援団体及び人材バンク支援員との調整や受援側（被災自治体）のニーズ
把握やマッチング・派遣調整に多くの時間を要し、早期支援に関する支障が懸念される。

• これら多岐にわたる調整を横断的に支援する専門機能を設けることで、被災自治体への人的・技術支援
の円滑・迅速なマッチング・派遣を促進。

環境省

DWN

被災自治体

被災自治体

被災自治体 被災自治体

被災自治体

対策
イメージ案

人材バンク DWN

被災自治体

被災自治体

被災自治体 被災自治体

被災自治体

人材バンク

派遣調整

支援ニーズ把握、マッチング・派遣 支援ニーズ把握、マッチング・派遣

・・・ ・・・

被災自治体の横断的調整支援を行う専門支援機能のイメージ案②

環境省

派遣調整
派遣調整派遣調整
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